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令和２年度（第２回）新居浜市職員採用候補者登録試験要項 

 

１  受付期間 

    令和２年７月２９日（水曜日）から８月２６日（水曜日）までの執務時間中（土・日曜日

及び祝日を除き８時３０分から１７時１５分まで）受け付けます。 

    なお、郵便の場合は、令和２年８月２１日（金曜日）までの消印のあるものに限り、受け

付けます。 

 

２  試験区分、採用予定人員及び職務内容 

    試験は、次の試験区分ごとに行いますが、これらのうち希望するいずれか一つについて受

験できます。 

 試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容 

初 

級 

一般事務（初級） 若干名 

本庁又は出先機関に勤務し、一般事務に従事します。 一般事務（障がい

者・初級） 
若干名 

消防士（初級） 若干名 消防業務に従事します。 

土木技術（初級） 若干名 
本庁又は出先機関に勤務し、技術的業務に従事しま

す。 

有 

資 

格 

者 

社会福祉 

（有資格者） 
若干名 

本庁又は出先機関に勤務し、社会福祉関係業務に従事

します。 

管理栄養士 

（有資格者） 
若干名 

本庁又は出先機関に勤務し、栄養士業務に従事しま

す。 

建築技術 

（有資格者） 
若干名 

本庁又は出先機関に勤務し、技術的業務に従事しま

す。 

上

級 

一般事務(上級)(魅力

あるパーソナリティ枠) 
若干名 本庁又は出先機関に勤務し、一般事務に従事します。 

建築技術（上級） 若干名 

本庁又は出先機関に勤務し、技術的業務に従事しま

す。 

機械技術（上級） 若干名 

中

級 
機械技術（中級） 若干名 

 

３  受験資格 

（１）全ての職種において男女は問いません。 

（２）日本国籍を有しない人も受験できます（ただし、消防士は除きます。）。 

（３）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者 

    （１１参考 地方公務員法抜粋を参照） 

（４）新居浜市に居住する者又は採用後市内に居住可能な者で、次表に該当するもの 
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試験区分 学 歴 等 年 齢 

一般事務 

（初級） 

注１ 

高等学校、高等専門学校、短期大学及び専修学校を

卒業した者又は令和３年３月に卒業見込みの者（学校

教育法による４年制大学（大学院）を卒業した者及び

令和３年３月に卒業見込みの者又は高等専門学校専攻

科を修了した者及び令和３年３月に修了見込みの者は

除く。） 

平成７年４月２日

以降に生まれた者 

一般事務 

（障がい者・初級）

注１ 

高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校、大

学及び大学院を卒業した者又は令和３年３月卒業見込

みの者で、次の要件を全て満たすもの 

ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている者 

イ 活字印刷又は点字による出題に対応できる者 

昭和５６年４月２

日以降に生まれた

者    

消 防 士 

（初級） 

注１ 

日本国籍を有し、アからウまでの要件を満たす者

で、高等学校、高等専門学校、短期大学及び専修学校

を卒業したもの又は令和３年３月に卒業見込みのもの

（学校教育法による４年制大学（大学院）を卒業した

者及び令和３年３月に卒業見込みの者又は高等専門学

校専攻科を修了した者及び令和３年３月に修了見込み

の者は除く。） 

ア 視力が両眼で０．７以上（矯正含む。）で、 

かつ、一眼でそれぞれ０．３以上（矯正含む。) 

の者 

イ 聴力が左右正常である者 

ウ 準中型自動車免許取得者（車両総重量７．５

ｔに限る。）又は令和３年度中に取得できる者 

平成９年４月２日

以降に生まれた者 

土木技術 

（初級） 

注１ 

高等学校、高等専門学校、短期大学及び専修学校に

おいて、土木又は農業土木課程を履修し、卒業した者

又は令和３年３月に卒業見込みの者（学校教育法によ

る４年制大学（大学院）を卒業した者及び令和３年３

月に卒業見込みの者又は高等専門学校専攻科を修了し

た者及び令和３年３月に修了見込みの者は除く。） 

平成７年４月２日

以降に生まれた者 

社会福祉 

（有資格者） 
社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 

昭和６０年４月２

日以降に生まれた

者  

管理栄養士 

（有資格者） 
管理栄養士の資格を有する者 

昭和６０年４月２

日以降に生まれた

者  
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建築技術 

（有資格者） 
１級建築士の資格を有する者 

昭和５１年４月２

日以降に生まれた

者  

一般事務（上級）

（魅力あるパーソ

ナリティ枠） 

注２、注３ 

学校教育法による４年制大学（大学院）を卒業した

者又は令和３年３月卒業見込みの者で、スポーツ、文

化芸術、学術及び国際貢献に関する活動において実

績・成果を収め、実績・成果を収めるに至るまでの過

程において培われた挑戦する意欲や能力を市政で発揮

できる者 

昭和６０年４月２

日以降に生まれた

者 

建築技術（上級）

注２ 
学校教育法による４年制大学（大学院）において、

試験区分に係る関係学科を専攻し、卒業した者又は令

和３年３月に卒業見込みの者 

平成３年４月２日

以降に生まれた者 機械技術（上級）

注２ 

機械技術（中級） 

高等専門学校、短期大学及び専修学校において、試

験区分に係る関係学科を専攻し、卒業した者又は令和

３年３月に卒業見込みの者（学校教育法による４年制

大学（大学院）を卒業した者及び令和３年３月に卒業

見込みの者又は高等専門学校専攻科を修了した者及び

令和３年３月に修了見込みの者は除く。） 

平成３年４月２日

以降に生まれた者 

注１ 高等学校、高等専門学校、短期大学、専修学校等を卒業した者又は卒業見込みの者につ

いては、新居浜市が準ずると認める者を含みます。 

注２ 上級における大学を卒業した者（卒業見込みの者を含む。）には、高等専門学校専攻科

を修了（修了見込みの者を含む。）し、かつ、学士の学位を取得した者（取得見込みの者

を含む。）を含みます。 

注３ 魅力あるパーソナリティ枠における実績・成果及び能力について 

① スポーツ、文化芸術、学術の実績・成果とは、高校在学時以降に全国大会（スポーツ

にあっては、国体、インターカレッジ、インターハイ等、県・四国予選等を経て、日本

体育協会加盟の競技団体が主催・共催する大会等とし、文化芸術・学術にあっては、日

本美術展覧会、全日本吹奏楽コンクール、全国高等学校総合文化祭等の全国規模のコン

クールや展覧会等とします。）以上のレベルの大会への出場が必要です。 

② 国際貢献とは、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）、ＮＰＯ法人等を通した国際

ボランティアなどの国際貢献活動に海外で従事した経験が、平成２６年４月１日から令

和２年３月３１日までの間に、通算２年以上あることとします（留学や研修期間を除

く。）。 

③ 申込みの際に、実績調査票及び実績・成果を収めたことを証明できる書面（新聞・雑

誌等掲載記事、賞状、証明書等の写し）を提出していただきます。 

④ 能力とは、スポーツ、文化芸術、学術、国際貢献に関する活動の専門的、技術的な

知識・能力ではなく、前向きな精神、物事を成し遂げる力などのことです。 
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※ 受験資格について、ご不明な点があれば、お問合せください。 

 

４  試験の方法 

（１）第１次試験 

ア  公務員として必要な一般知識・知能及び各試験区分に応じて必要な専門試験につい

て筆記試験を行います。 

（ア）試験科目、出題分野などは、別紙１及び別紙２を参照してください。 

  （イ）一般事務（上級）（魅力あるパーソナリティ枠）、社会福祉（有資格者）、管理栄

養士（有資格者）及び建築技術（有資格者）については、職務遂行に必要な一般教養

及び事務能力について試験を行います（社会人全般に求められる基本的な資質をみる

試験です。いわゆる「公務員試験対策」は必要ありません。）。 

（ウ）一般事務（初級）、一般事務（障がい者・初級）、一般事務（上級）（魅力ある

パーソナリティ枠）、消防士（初級）、社会福祉（有資格者）、管理栄養士（有資

格者）及び建築技術（有資格者）については、専門的知識の筆記試験は行いません。 

  イ 専門試験【土木技術（初級）、建築技術（上級）、機械技術（上級）（中級）のみ】 

    ウ  パーソナリティ検査【全職種】 

    エ 事務適性検査【一般事務（初級）、一般事務（障がい者・初級）のみ】 

オ 消防適性検査【消防士（初級）のみ】 

（２）第２次試験 

    ア  作文試験 

    イ  口述試験  面接試験など 

    ウ 体力テスト【消防士（初級）のみ】 

       

５  試験の日時、場所及び合格発表 

区    分 日           時 場    所 合    格    発    表 

第１次試験 

令和２年９月２０日（日） 

８時３０分～１２時４０分 

１３時１５分～１６時４０分 

（試験区分によって開始終了時間が

異なります。別紙１、２参照） 

市役所 

本庁舎 

令和２年１０月中旬に本庁舎及

び各支所掲示板に掲示するほか、

受験者全員に通知します。 

また、新居浜市ホームページに

も掲載します。 

第２次試験 第１次試験に合格した方に通知します。 

第１次試験の結果（本人の点数、順位、合格者の最低点）をお知らせすることができます。

希望される方は、申込書の該当欄に記入してください。ただし、第１次試験合格者は除きま

す。なお、点字による第１次試験は別途行いますので、希望される方には後日改めてお知

らせします。 
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６  合格から採用まで 

（１）この試験の最終合格者は、新居浜市職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する

「採用候補者名簿」に記載し、原則として職員に欠員が生じた場合、成績順に採用しま

す。 

   この名簿の有効期間は、原則として令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとし

ます。ただし、社会福祉（有資格者）、管理栄養士（有資格者）及び建築技術（有資格

者）については、令和３年１月１日から令和３年１２月３１日までとします。 

（２）所定の時期までに卒業しなかった場合は、採用されません。 

（３）日本国籍を有しない者で、採用日において、法令により永住を認められていない者は、

採用されません。 

 

７  給  与 

    初任給は、新居浜市職員の給与に関する条例等の規定により、原則として次のとおり支給

され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

が支給されます。 

 上級（２２歳） １８２，２００円  程度 

 中級（２０歳） １６３，１００円  程度 

 初級（１８歳） １５０，６００円  程度 

    なお、職務経験者の初任給は、新居浜市職員の給与に関する条例等の規定により、基準学

歴や経験年数などにより決定されます。 

 

８  受験手続 

（１）申込書の請求 …… 令和２年７月２７日（月曜日）からお渡しします｡ 

申込書は、総務部人事課、上部支所、川東支所又は別子山支所の窓口に請求してくださ

い。 

郵便で請求する場合は、封筒の表に「試験申込書請求」と朱書し、宛先を明記して９４

円切手を貼った返信用封筒（235mm×120mm=長３）を必ず同封してください。 

また、新居浜市ホームページから申込書及び受験票を印刷することができます。申込書

は、Ａ４サイズで両面印刷してください。受験票は、切り取って提出してください。なお、

拡大・縮小印刷は、行わないでください。 

（２）申込手続 

  ア 申込書及び受験票には、必要な事項を記入（パソコン入力不可）し、最近６か月以内

に撮影した写真（上半身、脱帽、正面向き、縦４．５㎝、横３．５㎝）を貼って、総

務部人事課へ提出してください。 

    なお、郵便により申し込む場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書し、宛先を明記し

て８４円切手を貼った返信用封筒（235mm×120mm=長３）を必ず同封してください。 
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イ 申込書の受付と同時に受験票を交付しますが、この受験票は、試験当日に持参して

ください（郵便により申し込まれた場合、受験票が試験日の２週間前（令和２年９月

７日（月））までに届かないときは、必ず人事課まで連絡をしてください。）。 

ウ 一般事務（上級）（魅力あるパーソナリティ枠）の申込みは、実績調査票及び実

績・成果を収めたことを証明できる書面の提出も必要です。 

エ 一般事務（障がい者・初級）の申込みは、障害者手帳（氏名、障がい名等が確認で

きる箇所）のコピーを添付してください。なお、申込み時に手帳が未交付の方は、交

付後、第１次試験の受験日までに持参してください。 

 

９  受験手続の問合せ先 

     新居浜市 総務部人事課 〒７９２－８５８５ 新居浜市一宮町一丁目５番１号 

                        ℡  ０８９７－６５－１２１３ 

        新居浜市ホームページ http://www.city.niihama.lg.jp/site/saiyou/ 

 

１０ 日本国籍を有しない方の採用後の配置等 

   日本国籍を有しない方の採用後の配置、異動、昇任昇格については、「公権力の行使」

又は「公の意思の形成への参画」に携わる公務員となるためには日本国籍が必要である

という「公務員に関する基本原則」を踏まえ、次の各号に該当しない範囲で行われます。 

（１）公権力の行使に該当する職務 

（例）税等の賦課・徴収、生活保護の決定、土地収用、立入検査、道路等に関する許

可・制限、建築行為の許可、違反建築物の除去・使用禁止命令 など 

（２）公の意思の形成への参画に携わる職 

具体的には、専決権を有する、原則としてラインの課長級以上の職が該当します。 

 

１１  参  考（地方公務員法－抜粋） 

（欠格条項） 

第１６条  次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

（１）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

（２）当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

（３）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第６０条から第６３条までに規定す

る罪を犯し刑に処せられた者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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受験者のみなさんへ 

 

（ 注 意 事 項 ） 

 

 

１ 試験当日は、受験票、筆記用具（ＨＢ又はＢの鉛筆、消しゴム）を持参してください。 

 

２ 試験当日は、試験会場への車の乗り入れは御遠慮ください。 

 

３ 新居浜市役所は敷地内全面禁煙になっておりますので、喫煙は敷地外で行い、自分の責任

において吸殻の後片付けをしてください。 

 

４ 試験区分によって試験の開始終了時間が異なります（別紙１及び別紙２参照）。昼食が必

要な場合は各自で準備してください。 

 

試験開始時間 試験区分 

８：３０～ 一般事務（初級）、一般事務（障がい者・初級）、一般事務（上級）（魅

力あるパーソナリティ枠）、消防士（初級）、社会福祉（有資格者）、管

理栄養士（有資格者）、建築技術（有資格者） 

１３：１５～ 土木技術（初級）、建築技術（上級）、機械技術（上級）、機械技術（中

級） 

 

 

※ 試験開始時間に間に合わなかった場合、原則として受験を認めておりませんので、余裕を

もって試験会場にお越しください。 

  特に、遠方から受験される皆様には、天候や交通機関の運行状況にご注意いただき、事前

に試験会場近郊に宿泊されることなどもお勧めします。 

 

※ 台風等の災害又は今後の新型コロナウイルス感染症の状況になどにより、やむを得ず試験

日程等の変更をする場合は、新居浜市のホームページでお知らせします。 


